
国道９号吉敷中電線共同溝ＰＦＩ事業　要求水準書（案）に関する意見に対する回答

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 内容 回答

1 要求水準書（案） 5 第1 12
関係者協議会等の
設置

関係者協議会は、中国地方整備局と事業者により構成することになりますが、山口県
警、山口市および占用事業者も参加するよう要望します。
本事業を円滑に進めるためには行政及び占用事業者の協力が不可欠と考えるため
です。

ご意見として承ります。

2 要求水準書（案） 17 第3 3 （1）
コリンズへの位置情
報の入力

本PFI事業の工事業務につきましては工事・実績情報データベースであるコリンズへ
の登録ができるようですが、設計業務及び工事監理業務、各種調整業務等につきま
してはテクリスへの登録について言及がございません。
同データベースのテクリスへの登録（可能となった時点での遡及登録含む）ができるよ
うにご検討願います。
テクリスの目的は発注者、受注者の双方が過去の実績を確認することで、円滑な受
発注業務を実現することだと認識しており、受注した企業および従事した技術者は実
績を登録することで、事業参画者のモチベーションを高める効果もあると考えます。

ご意見として承ります。

3 要求水準書（案） 34 第5 1 （3）
提出書類
2）業務報告書

業務報告書について、電線共同溝管理台帳の作成及び修正の提出時期が、「業務開
始後速やかに」とありますが、「業務開始後速やかに」とは具体的な期間があればご
教授お願い致します。

特に具体的な期間は設けておりませんが、２週間程度で提出をお願いします。

4 要求水準書（案） 37 第5 3 （3）
特記事項
1）管理台帳の更新

「事業者は、電線共同溝の改築、維持、修繕並びに災害復旧等を施行しようとする場
合及び新たに占用者が加入する等、収容物件に変更が生ずる場合は、計画時より占
用予定の占用業者等と協議し、台帳を更新すること。」とありますが、個々の占用者
がそれぞれ入線が完了する毎に電線共同溝管理台帳を更新するという理解でよろし
いでしょうか。その場合、抜柱までの入線は各占用者が頻繁に行うため、台帳更新の
頻度は協議の上、決定するようにしていただきますようお願い致します。

ご意見として承ります。中国地方整備局と協議の上決定します。


